
No. 根拠法（災害対策基本法） 区分 機関名 職名 委員名

1 中国四国管区警察局 局長 根本　純史

2 中国財務局鳥取財務事務所 所長 平井　芳一

3 中国四国厚生局 局長 依田 泰

4 中国四国農政局 局長 仙台　光仁

5 近畿中国森林管理局 局長 高橋　和宏

6 中国経済産業局 局長 實国　慎一

7 中国四国産業保安監督部 部長 小串　昌則

8 中国運輸局 局長 金子　修久

9 大阪航空局美保空港事務所 所長 田中　勤

10 第八管区海上保安本部境海上保安部 部長 西山　博

11 大阪管区気象台鳥取地方気象台 台長 櫻井　敬三

12 中国総合通信局 局長 梅村　研

13 鳥取労働局 局長 平川　雅浩

14 中国地方整備局 局長 林　正道

15 中国四国地方環境事務所 所長 坂口　芳輝

16 中国四国防衛局 局長 田實　博幸

17 国土地理院中国地方測量部 部長 齋藤 秀勝

18
第15条第5項第2号 陸上自衛隊の方面

総監又はその指名
する機関の長

陸上自衛隊第８普通科連隊 連隊長 阿部 正昭

19
第15条第5項第3号 教育委員会の教育

長 鳥取県教育委員会 教育長 足羽 英樹

20 第15条第5項第4号 警察本部長 鳥取県警察本部 警察本部長 野村　朋美

21 第15条第5項第5号 知事部局内の職員 鳥取県 統轄監 池上 祥子

22 鳥取県市長会 広田　一恭

23 鳥取県町村会 森安 保

24 鳥取県広域消防連絡協議会 会長 鹿田 幸人

25 公益財団法人鳥取県消防協会 会長 河本 定幸

26 西日本電信電話株式会社 鳥取支店長 小川原 秀哉

27 日本郵便株式会社 鳥取中央郵便局長 山本 浩巳

28 日本銀行 鳥取事務所長 河本  勝也

29 西日本高速道路株式会社 中国支社長 赤松　邦康

30 西日本旅客鉄道株式会社 理事　山陰支社長 金岡　裕之

31 日本通運株式会社 山陰支店次長 濱谷　英司

32 中国電力株式会社 執行役員鳥取支社長 森田　秀樹

33 日本放送協会 鳥取放送局経営管理企画センター副部長 寺 師　航

34 日本赤十字社 鳥取県支部事務局長 小林 敬典

35 一般社団法人鳥取県トラック協会 専務理事 山﨑 隆志

36 一般社団法人鳥取県バス協会 専務理事 橋本 孝之

37 鳥取瓦斯株式会社 取締役総務グループ部長 垣田　光一郎

38 一般社団法人鳥取県ＬＰガス協会 専務理事 谷長　潔

39 株式会社新日本海新聞社 総務局長 荒木 隆宏

40 日本海テレビジョン放送株式会社 澤田 亜紀

41 株式会社山陰放送 取締役報道制作局長 遠藤 秀樹

42 株式会社山陰中央新報社 鳥取総局長 枡井　映志

43 山陰中央テレビジョン放送株式会社 人事部長 池田 裕子

44 公益社団法人鳥取県医師会 事務局主任 高岸　真紀

45 公益社団法人鳥取県看護協会 専務理事 植木　芳美

46 米子市河崎南防災会 会員 坂本　桃子

47 生田自治公民館 防災協力員 礒谷 弘子

48 鳥取市消防団女性分団 分団員 安達 由紀

49 大正こども園 園長 乾 京子

50 感染制御地域支援ネットワーク 専門家チーム 黒阪 佐美代

51 公益財団法人鳥取県国際交流財団 地域日本語教育総括コーディネーター 岩本 由美子

52 公益社団法人鳥取県栄養士会 災害対策部　副部長 岩山 美由紀

53 特定非営利活動法人フェリース 理事長 岡村　恵美

54 一般社団法人鳥取県助産師会 会員 石本 裕子

55 鳥取市連合婦人会 副会長 外山 照野

56 一般社団法人鳥取県手をつなぐ育成会 会員 松ノ谷 尚子

57 とっとり震災支援連絡協議会 代表 佐藤　淳子

58 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉振興部長 桑村 真喜子

59 鳥取県商工会女性部連合会 理事 佐々木 千代子

60 一般社団法人鳥取県建築士会 女性委員会委員 安藤　真由美

61 三朝温泉旅館協同組合 知久馬 麻理

62 学校防災アドバイザー 横山 ひとみ

63 人と防災未来センター 主任研究員 林田 怜菜

64 学校法人鳥取学園鳥取城北日本語学校 通訳 フントックマイ

65 鳥取県獣医師会 会員 田中　恭子

66 鳥取県介護支援専門員連絡協議会 理事 多林 康子
67 特定非営利活動法人人と動物の共生センター 鳥取支部長 松本　温子
68 公募委員 北浦　宏志

鳥取県防災会議委員名簿

自主防災組織を構
成する者

（会長：鳥取県知事　平井伸治）

第15条第5項第7号 指定公共機関の役
員又職員

指定地方公共機関
の役員又は職員

第15条第5項第1号 指定地方行政機関
の長又はその指名
する職員

第15条第5項第6号 市町村長及び消防
機関の長

学識経験のある者

第15条第5項第8号


